
お申し込みご案内（ご旅行条件書・要旨）
この旅行は、株式会社シティライントラベル（以下当社と云います）の募集型企画
旅行であり、旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件の他、下
記条件及び当社の旅行業約款によります。

1. 旅行の申込み及び旅行契約の成立
（1）当社は電話、その他の通信手段（以下「電話等」という）による旅行契約の予約

のお申し込みを承ります。
（2）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、ご旅行代金を受領したときに成立す

るものとします。
（3）①慢性疾患をお持ちの方、②現在健康を損なっていらっしゃる方、③妊娠中の

方、㈬障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行
申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じ
ます。なおこの場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合がありま
す。当社は、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な
実施のために介助者／同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コース
の一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅
行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

2. 旅行代金のお支払い期限及び費用
（1）旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目にあたる

日より前にお支払い下さい。
（2）参加されるお客様の内、特に記載のない場合、満12歳以上はおとな代金、満6

歳以上（航空機利用コースは3歳以上とします）満12歳未満の方は、こども代
金となります。

（3）旅行代金は、各コース毎に表示しています。ご出発とご利用人員でご確認下さい。

3. 旅行代金に含まれないもの
（1）集合前解散後の交通費、旅行日程に記載された以外の交通費、飲食費及び観光

費、レンタカープランのガソリン代、個人的な飲食費、通信費、希望者のみ参加
のオプショナルツアー代金、傷害、疫病に関する治療費。

（2）旅行代金に含まれる経費の内、運送機関の利用等級は特に注釈がない限り、エ
コノミークラス利用となります。

4. 旅行契約内容及び旅行代金の変更
（旅行契約内容の変更）
天災地変、気象条件、運送機関等の争議行為、官公署の命令等当社の管理できと

若しくは火災又はこれらの為に生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
　　②官公署の命令。③伝染病の隔離。④自由行動中の事故。⑤食中毒。⑥窃盗。
⑦運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは
目的地滞在時間の短縮。

7. 特別補償
（1）当社は第6項（1）の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款

特別補償規定に定めるところにより、お客様が旅行参加中急激かつ偶然な外傷
の事故によりその生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、
補償金又は通院・入院見舞金を支払います。

（2）お客様が旅行参加中被られた損害がお客様の故意、酒酔い運転、又は山岳登はん、
スカイダイビング搭乗、その他これらに準ずる危険な運動中の事故による場合
は、当社は上記の補償金及び通院・入院見舞金を支払いません。

8. 添乗員の同行の有無
（1）添乗員同行の表示コースは、全行程、添乗員が同行致します。
（2）現地添乗員の表示コースは、全行程添乗員は同行しませんが現地は同行致し

ます。
（3）個人型プランには、添乗員は同行致しません。お客様が旅行サービスの提供を

受ける為に必要なクーポン券類をお渡し致しますので、旅行サービスを受け
る為の手続きはお客様ご自身で行って戴きます。

9. 旅行条件の基準期日
　この旅行条件は２０２4年2月1日現在を基準としております。

10. 個人情報の取扱いについて
当社は、旅行申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や
運送宿泊機関等の手配のために利用させていただく他、必要な範囲内において
当該機関等に提供させていただきます。この他、当社では「商品サービス、キャン
ペーンのご案内」「旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い」「アンケートの
お願い」「特典サービスの提供」「統計資料の作成」にお客様の個人情報を利用さ
せていただくことがあります。
　
11. その他
その他の事項は別途お渡しする旅行条件書・最終日程表及び当社旅行業約款に
よります。　　　　　※85歳以上の方のご参加は同伴者と共にお申込下さい。

がない理由により、旅行の安全かつ円滑な実施を図る為やむを得ない時は、お客
様に予め（緊急の場合は変更後に）理由を説明して契約内容を変更することが
あります。

（旅行代金の変更）
（1）利用予定の運送機関の適用運賃、料金が改訂される時は、その範囲内で旅行代

金を増額、減額する事があります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して
15日目に当たる日より前に、お客様にその旨通知します。

（2）運送機関の遅延・不通、交通渋滞、天災地変その他のやむを得ない事由によっ
て、旅行の実施に要する経費が増加・減少する時は、その範囲内で旅行代金を
変更する事があります。

（お客様の交代）
お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡（交代）することがで
きます。この場合交代に係る手数料をお支払い戴きます。

5. 旅行契約の解除
（1）お客様の都合で旅行を取消、又は変更される場合は、旅行代金に対しておひと

り様下記の料金で取消料（違約料）を戴きます。

（2）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出
いただいた日とします。

6. 当社の責任及び免責事項
（1）当社は旅行契約の履行に当たって、故意又は過失によりお客様に損害を与え

た時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。
（2）お荷物について生じた本項（1）の損害については、損害発生の翌日か起算し

て14日以内に当社に対してその通知があった場合に限り、一人最高15万円
を限度として賠償いたします。

（3）お客様が次に例示するような事由で損害を被られた時は、上記の責任を負う
ものではありません。①天災地変、気象条件、暴動、運送機関、宿泊施設の事故

旅行契約の解除日 取消料
a
b
c
d
e
f

旅行開始日の前日から起算して21日前まで
旅行開始日の前日から起算して20日前～8日前
旅行開始日の前日から起算して７日前～2日前
旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後及び無連絡不参加

無料
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

【国内旅行傷害任意保険加入のすすめ】
前述の特別補償では傷害・疫病等については補償がありません。安心して旅行
して戴く為に、お客様ご自身で別途任意保険を掛けられる様お勧め致します。

旅行企画・実施 協　　賛

大阪府知事登録2-1652号　全国旅行業協会会員　総合旅行業務取扱管理者　大林 直樹
〒５５０-０００２ 大阪市西区江戸堀１丁目９-６ 肥後橋ユニオンビル２F  営業時間/9：30～17：00（土・日・祝日・年末年始除く）

TEL . 06-6449-7177

唐戸市場で新鮮なお寿司など自由昼食！
関門トンネル人道とジオパーク秋吉台散歩

4月18日（木）5月9日（木）6月6日（木）
2024年

出発日

14,800円旅行代金 (　　　)大人お一人様
小人同額・税込み

日程 食事行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船）

１ 船中泊（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～ ×

２ 船中泊

～～新門司港（８：30）＝関門トンネル人道…徒歩にて関門海峡横断＜
約15分程＞…みもすそ川公園（壇之浦古戦場跡）＝＝赤間神宮（参拝）
……唐戸市場・カモンワーフ（活きいき馬関街やカモンワーフにて自由
昼食と自由散策）＝秋吉台（ガイドと共に秋吉台をお散歩<約1時間程
>）＝別府弁天池（見学）＝＝道の駅おふく（お買い物）＝新門司港〈２便
船19：50発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

×
×
×

３ ～大阪南港（８：３０着）到着後解散 ×

■最少催行人数：25名 ■添乗員同行※バスガイドは付きません。
■旅行代金に含まれるもの：往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉料金、バス代、通行料、
　高速代、秋吉台ガイド料、消費税等諸税
■利用バス会社：西鉄観光バス又はタイガー、ラビットバスもしくは同等クラス 
※昼食は唐戸市場又はカモンワーフにて各自お召し上がり下さい。
※歩きやすい靴と服装でご参加ください。

秋吉台秋吉台

赤間神宮赤間神宮

関門トンネル人道関門トンネル人道

旅のポイント旅のポイント 門司から下関まで関門トンネル人道を歩いて渡り
ます♪

唐戸市場では、名物“活きいき馬関街”にて、新鮮なお寿司屋や海産物
など自由昼食をお楽しみ下さい。秋吉台では、ガイドと共に約1時間の
散歩でジオパーク秋吉台の大自然を満喫！

K-894 山口県

活きいき馬関街活きいき馬関街
※昼食は各自自由昼食となります。


